
 
 

 

 

ホール利用に含まれるもの 

□舞 台   □客席（1000 席※車いす使用者観覧席６席分を含みます）  □ホールロビー（ホワイエ） 

□楽屋３室（18.6~30.94 ㎡ 定員合計 16 人） □練習室（153.03 ㎡ 定員 50 人）   

□控室（2 畳） □出演者控室 

ご申請時に 

□利用時間は準備から片付け（ピアノ調律、舞台撤収等を含む）までの時間です。余裕をもって申請ください。 

□開場・開演時間は内容によって準備に要する時間が異なる為、必ず担当にご相談後、告知をお願いします。 

□楽屋等が足りない場合は展示室・和室の申請（有料）も合わせてお願いします。 

◆展示室（184.43 ㎡ 定員 100 人） ◆和室（10 畳×2 室） 

□駐車場は十分な台数がございません。ご利用の前にの「駐車場」をご確認ください。 

□施設利用料は、利用決定後、速やかにお支払いください。冷暖房料および附属設備利用料は利用日当日 

 現金精算となります。 

ご利用の前に 

定員厳守                                                             

□客席に定員(994 席・車椅子６席)を超える観客を入場させることは消防法により禁止されています。 

機材持込み等により、客席数が減少することもありますので、チケット・整理券の配布にはご注意ください。 

駐車場                                                               

□駐車場は十分な台数がありません。他施設との共有となります。一番近い有料駐車場は新倉敷駅周辺で、 

徒歩約 30 分、タクシー約 10 分となります。 

□ホールと同様の時間帯を全館にてご利用の場合に限り、他のお客様利用をパイロン等で塞いておくことが 

できますが、主催者さまで管理をお願いします。当館では管理はいたしません。 

  ※当館のスタッフは「職員駐車許可証」を見える所へ提示しています。 

  ※事務室へお越しの方へのご配慮もお願いします。を申請等でご利用のお客様の誘導もをお願いします。 

□本番利用時には、イベント警備に慣れている警備員を開場の１時間以上前～終演後の 30 分以上の間、 

２名以上配置し満車時には他の駐車場へ誘導する等の交通整理をお願いします。 

□路上駐車や周囲の店舗・民家への無断駐車は、近隣の方々のご迷惑となります。絶対に行わないでください。 

飲食/喫煙                                                                 

□施設内での飲食は原則禁止とさせていただいています。出演者や関係者がやむを得ず食事をする場合は 

事前にご相談ください。 

□施設内は全館禁煙です。喫煙は館外の指定場所をご利用ください。 

ポスター･チラシ・チケット                                                              

□主催者名・問い合わせ先（電話番号）を必ず明記してください。広報物に掲載する場合は、当館の 

電話番号は記載しないでください。 

□ポスター(１枚)，チラシ（５０枚程度）は館内に掲出することができます。 

□当館で開催される文化芸術公演チケットの委託販売を承ります。詳細はお問合せください。 

 

 

 



打合せについて                                                                             

□毎週火曜日（9:00～16:30）が打合せ日です。事前に予約し（TEL:086-525-2611）利用日の 

１か月前までに舞台担当と打合わせをお願いします。 

□打ち合わせ場所の都合上、会場責任者と舞台進行係の 2 名程度でお越しください。 

□催し物の円滑な進行を図る為、①舞台仕込み図②催し物のプログラム・タイムスケジュール・台本・進行 

表等をご持参ください。 合わせて ➂警備計画書はご記入のうえ受付へご提出ください。 

避難誘導・安全管理                                                          

□イベント開催にあたり主催者さまには、地震・火災など非常時の避難誘導や駐車場・周辺道路の 

混雑渋滞、突然の事故やトラブルにも敏速に対応できるよう、適切な実施計画と運営体制を組ん 

でいただく必要があります。 

□別紙『玉島文化センター＜ホール＞避難誘導・警備計画書』の配置を確定し、打ち合わせ時に 

必ず提出をお願いします。 

□火気（裸火・スモークマシン・クラッカーなど）を使用する場合は、事前に「禁止行為の解除承認申請書」を 

玉島消防署（予防係）（℡086-522-3515）へ２部提出し、承認を受けた「副本」を打合わせ時に提出し 

てください。（様式は倉敷市消防局のホームページからダウンロードできます。） 

□レーザー機器を使用する場合は「レーザー機器設備設置許可申請書」を提出してください。 

  

施設利用において 

利用開始時                                                             

□事務室で「施設利用許可証」をご提示ください。鍵をお渡しします。 

盗難予防                                                                

□貴重品は各自で管理してください。楽屋と控室にロッカーがありますので、ご利用ください。 

非常事態の避難誘導                                                       

□開場までに必ず避難経路の確認をしてください。準備・本番時も含めて出入口・非常口・客席通路・消火 

設備付近には、絶対に物を置かないでください。 

□地震・火災等による非常事態の避難誘導は、催し物を中止して各扉を開放しすみやかに入場者の避難 

誘導を行ってください。（別紙『ホール避難誘導員配置図及び避難誘導図』をご参照ください。） 

□避難情報が警戒レベル 3（高齢者等避難）が発令された場合、催事の中止を早めに決定し、避難誘導を 

行ってください。警戒レベル 4（避難指示）が発令された時点で全館施設利用は停止となります。 

貼紙・荷物等                                                            

□ロビーホールなどは壁やガラスへの貼紙はお断りしています。張り紙をする場合は必ず備え付けのパネルに 

お願いします。また、立て看板の設置等、ご不明な点は、事前の打合わせ時に受付にご相談ください。 

□荷物を送るまたは受取る場合は、利用時間内を指定し利用者にて行ってください。 

片付け・清掃                                                            

□利用後は、舞台・客席・ロビー・楽屋・給湯室等の備品は必ず原状に戻し清掃してください。 

□ゴミは利用者で責任を持って回収しお持ち帰りください。 

□鍵返却までは利用時間内に行ってください。 

附属設備等利用料                                                            

□利用日当日にご利用になった冷暖房料および附属設備等利用料を事務室にて現金でお支払いください。 

      □領収証の宛名は申請者となります。（変更は出来ません） 

令和 5 年８月１日改定 


